
  

一 

令和 4 年 9 月 30 日 (金曜日) 千 葉 県 報 号外第４８号 
      

 
 

主 
 

要 
 

目 
 

次 

 
 

規 
 

則 

○ 

千
葉
県
公
有
財
産
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一 

○ 

千
葉
県
環
境
保
全
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 
 

 

三 

○ 

千
葉
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

四 

 
 

教
育
委
員
会
規
則 

○ 

千
葉
県
教
育
財
産
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

五 

 
 

病
院
局
管
理
規
程 

○ 

千
葉
県
病
院
局
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

五 

 
 

訓 
 

令 

○ 

千
葉
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

五 

○ 

千
葉
県
職
員
人
事
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

六 

 
 

企
業
局
訓
令 

○ 

千
葉
県
企
業
局
職
員
人
事
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

六 

 
 

病
院
局
訓
令 

○ 

千
葉
県
病
院
局
職
員
人
事
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

六 

規

則 

 

千
葉
県
公
有
財
産
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

 

 
 

令
和
四
年
九
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 
人 

 
 

千
葉
県
規
則
第
七
十
四
号 

 
 

 

千
葉
県
公
有
財
産
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正

 

 
 

 
 

 

公
有
財
産
管
理
シ
ス
テ
ム
の
記
録
の
閲
覧
及
び

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

附
則 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
改

 

 

第
二
条
第
十
一
号
及
び

財
産
管
理

に
改

 

 

公
有
財
産
管
理
シ
ス
テ
ム

の
状

の

の
目
的
及
び

針
等
必
要
な
事
項
を
記
録

改

 

 

第
十
七
条
中
第
一
項
を
削

第
二
項
を
第
一
項

シ
ス
テ
ム

に
よ
り
出
力

削

同
項
を
同
条
第
二
項

に
改

同
項
を
同
条
第
三
項

 

 

第
十
八
条
第
三
項
を
削

 

 

公
有
財
産
管
理
シ
ス
テ
ム

の
状

の

の
目
的
及
び

な
事
項
を
記
録

改

 

 

第
二
十
二
条
第
一
項
を
削

第
二
十
条
の
規
定
に
よ
る
行
政
財
産
の

に
改

同
項
を
同
条

 

 

第
二
十
三
条
第
四
項
を
削

 

 

第
二
十
八
条
中
第
一
項
を
削

第
二
項
を
第
一
項

第
三
項
を
第
二
項

 

 

第
三
十
条
第
一
項
た
だ
し

に
改

 

 

第
三
十
七
条
及
び

公
有
財
産
管
理
シ
ス
テ
ム

処
理
形

の

の

の
目
的
及
び

な
事
項
を
記
録
し
な

作
成

改

 

 

第
四
十
二
条
の
二
を
次
の
よ
う
に
改

 

第
四
十
二
条
の
二 

削
除 

 

第
四
十
二
条
の

公
有
財
産
管
理
シ
ス
テ
ム

の
状

の

の
目
的
及
び

な
事
項
を
記
録

改

 

 

財
産
管
理

に
改

 

 

第
六
章
を
削

 

 

別
表
第
一
そ
の
二
貸
付
け
の

に
改

 

 
別
表
第
二
工
作
物
の

工
作
物

の
下

建
物
附
属
設
備
を
除

加

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

び
公
園
に
係
る
も
の
を
除

削

 

毎
週
火
・
金
曜
日
定
例
発
行 

令

和

4

年

9 

月

30

日 

号 
 

外 

 

目
次
中 
 

附 
 

を 
 

 

に
改

 
 

へ

い 

下

水

道 

 

個 

等
を
含

 

一
団
の
建
物
に
付
属
し
て
設
置
さ
れ
た
下

水
施
設
を
も
つ
て
一
個

 

 

塀 
 

を
含
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の
次
に
次
の
よ
う
に
加

 

物
附
属

設
備

に
限

 

電

気

設

備

源
設
備

に
限

 

個 

一
式
の
設
備
を
も
つ
て
一
個

 

 

電

気

設

備

源
設
備

を
除

 

個 

一
式
の
設
備
を
も
つ
て
一
個

 

 

給
排
水

設
備 

個 

一
式
の
設
備
を
も
つ
て
一
個

 

 

衛

生

装

置 

個 

し
尿
浄
化
装
置

一
式
の
装

置
を
も
つ
て
一
個

 

 

ガ

ス

設

備 

個 

一
式
の
設
備
を
も
つ
て
一
個

 

 

冷
暖
房

設
備の

出
力
が

二
十

二ト
以
下

の
も

の

に

限 

個 

一
式
の
設
備
を
も
つ
て
一
個

 

 
 

 
 

貯

そ

う 

 

橋 

 

暖
冷
房

装
置 

衛

生

装

置 

 

望

楼 

個 個 

 個 

一
式
の
装
置
を
も
つ
て
一
個

 

し
尿
浄
化
装
置

一
式
の
装

置
を
も
つ
て
一
個

 

 

望

楼 
 

 

個 
 

 
 

貯

槽 
 

を 
 

に

水

油

ガ
ス
そ
う

を 

ガ
ス

 
 

橋

り

よ

う 

を 
 

 
 

梁
り
よ
う 

に
改

さ
ん 

昇
降
機

設
備 

焼

却

炉 

基 
 

基 
 

 
 

を 

食
性
を

有
す

る
気
体

の
影

響
を
受

け
る

も

の

に

限

 

食
性
を

有
す

る
気
体

の
影

響
を
受

け
る

も

の

を

除

 

基 

     基 
 

 

     

 

信

号

機 

給

水

設

備 

ガ

ス

設

備 

消

火

設

備 

個 個 
 

個 
 

個 

 
 一

式
の
設
備
を
も
つ
て
一
個

 

一
式
の
設
備
を
も
つ
て
一
個

 

一
式
の
設
備
を
も
つ
て
一
個

 

信

号

機 

個 
 

 
 

ト

ン

ネ

ル 

電

気

設

備 

 

個 

 
 一

式
の
設
備
を
も
つ
て
一
個

 

ト

ン

ネ

ル 
 

 
 

 
 

サ

イ

ロ 

階

段 

個 
 

個 
 

 
 一

式
の
設
備
を
も
つ
て
一
個

 

サ

イ

ロ 

個 
 

 
 

 
 

を 
 

碑

像 

諸

標 

管

き

よ 

個 個 

 

 

 

諸

標 

個 
 

 
 

 

に
改

同
項 



  

三 

令和 4 年 9 月 30 日 (金曜日) 千 葉 県 報 号外第４８号 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

冷
暖
房

設
備の

出
力
が

二
十

二
キ
ロ

ト
以
下

の
も

の

を

除通

風
設
備

又
は設

備 

個 

一
式
の
設
備
を
も
つ
て
一
個

 

 

 
基 

 

 

 

基 
 

 

消
火
設

備

排
煙
設

備
又

は
災
害

報
知

設
備
及

び
格

納
式
避

難
設

備 

個 
一
式
の
設
備
を
も
つ
て
一
個

 

 

テ
ン
又

は
ド

自

動
開

閉
設
備 

個 

一
式
の
設
備
を
も
つ
て
一
個

 

 

又
は
日

よ
けと

し
て
金

属
製

の
も
の

に
限

 

個 

一
式
の
設
備
を
も
つ
て
一
個

 

 

又
は
日

よ
けと

し
て
金

属
製 

個 

一
式
の
設
備
を
も
つ
て
一
個

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

の
も
の

を
除

 

 
 

 

店
用
簡

易
装

備 

個 

一
式
の
設
備
を
も
つ
て
一
個

 

 

可
動
間

仕
切

簡

易
な

も

の

に

限

 

個 

一
式
の
設
備
を
も
つ
て
一
個

 

 

可
動
間

仕
切

簡

易
な

も

の

を

除

 

個 

一
式
の
設
備
を
も
つ
て
一
個

 

 

そ
の

主

と
し
て

金
属

製
の
も

の
に

限

 

個 
 

 

そ
の

主

と
し
て

金
属

製
の
も

の
を

除

 

個 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

改

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

改

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

改

 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則

令
和
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行

 

  

千
葉
県
環
境
保
全
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

 

 
 

令
和
四
年
九
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

千
葉
県
規
則
第
七
十
五
号 

 
 

 

千
葉
県
環
境
保
全
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

千
葉
県
環
境
保
全
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

 

 

附
則
第
二
項
の
見
出
し
を
削

同
項
の
前
に
見
出

を
付

同
項
中

第
十

七
条

第
三

項
 

 
第

十
七

条
第

二
項

 
 

第
二

十
二

条
第

二
項

 
 

第
二

十
二

条
第

一
項

 
 

第
二

十
八

条
第

三
項

 
 

第
二

十
八

条
第

二
項

 
 



 
 

 

四 

千 葉 県 報 号外第４８号 令和 4 年 9 月 30 日 (金曜日) 

掲

イ
に
係
る
部
分
に
限

掲

を

五
〇
〇

三
〇
〇

に
改

附

則
に
次
の
一
項
を
加

 

３ 

改
正
後
の
規
則
別
表
第
一 

三
の

ハ
に
係
る
部
分
に
限

掲
げ
る
施
設
を
設
置
す
る
特

定
事
業
場
に
係
る
排
出
水
に
つ
い
て
の
改
正
後
の
規
則
別
表
第
二
の
規
定
の
適
用

前
項

に
規
定
す
る

び
硝
酸
化
合
物

の

五
〇
〇

 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則

令
和
四
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行

 

  

千
葉
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

 

 
 

令
和
四
年
九
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

千
葉
県
規
則
第
七
十
六
号 

 
 

 

千
葉
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

の

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

 

 

収
納
取
扱
店

提
出

提
出

又
は
口
座
振
替
依
頼
書
に
記
載
す
べ
き
事
項

を

は
収
納
取
扱
店
の
使
用
に
係
る

を

含

以
下
同

と
納
入
義
務
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電

子
情
報
処
理
組
織

使
用
す
る
方
法
に
よ
り
提
供

改

の
約
定
を
し
た

納
入
義
務
者

前
項
の

の
提
出
に
よ
り

し
た
約
定
に
限

改

同
条
中
第
五
項
を
第
六
項

第
四
項
を
第
五
項
と

提
出

又
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
電
磁
的
記
録
の

に
改

そ
の
他
人

の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録

電
子
計
算
機
に
よ

る
情
報
処
理
の
用
に
供

以
下
同

削

同
項
を
同
条
第
四
項

同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加

 

３ 

出
納
取
扱
店
又
は
収
納
取
扱
店

納
入
義
務
者
が
第
一
項
の

の
提
出
に

よ
り
し
た
約
定
を
除

口
座
振
替
納
付
届
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
電

そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

方
式
で
作
ら
れ
る
記
録

電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供

以
下
同

歳
入
徴
収
者
に
提
供

 

 

第
五
十
八
条
の
三
の
見
出

県
税
等
の

に
改

の
下

分
担
金
及
び
こ
れ
に
係
る

び
こ
れ
に
係
る
遅
延
損
害
金
並
び

に
過
料
及
び
こ
れ
に
係
る

こ
の
条

加

同
項

に
改

に
改

納
税

の
下

の
下

当
該
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記

録
し
た
電
磁
的
記
録
を
含

加

及
び
こ
れ
に
係
る

を
削

同
条
第
五
項
中

又
は
現
金
払
込
書
に
よ

改

び
こ
れ
に
係
る
徴
収

作
成

又
は

を
作
成

改
め

 

 

及
び

に
改

及
び
第
四
十
八
条
第

を
削

同
項
の
表
納
入
通
知
書
そ
の
他
の
項
を
削

 

 

様
式
目
次
の
表
三
十
三
の

に
改

同
表

三
十
九
の

の
下

第
五
十
八
条
の
二
第
七
項
及
び
第
五
十
八
条
の
三

を
加

同
表
四
十
一
の

の
下

第
五
十
八
条
の
二
第
八

項
及
び
第
五
十
八
条
の

を
加

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

改

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

の
次

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

加

中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
改

備
考
を
削

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

の
次

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

加

 

 
 

 

附 

則 

 
 

１ 

こ
の
規
則

令
和
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行

 

 
 

 
第

五
十

五
条

第
一

項
 

 
、

第
五

十
八

条
の

二
第

七
項

及
び

第
五

 
 

 
十

八
条

の
三

第
五

項
 

 
第

四
十

八
条

第
四

項
 

 
第

四
十

八
条

第
五

項
 

 
 

本
書

の
と

お
り

払
い

込
 

み
ま

す
。

 

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

 

  千
葉

県
会

計
管

理
者

 

 
 

出
 

納
 

員
 

 
 

分
任

出
納

員
 

 
 

現
金

取
扱

員
 

 

 
本

書
の

と
お

り
払

い
込

 

み
ま

す
。

 

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

 

 千
葉

県
会

計
管

理
者

（
出

 

納
員

、
分

任
出

納
員

、
現

 

金
取

扱
員

）
 

徴
収

（
収

納
）

事
務

受
託

 

者
 

 

 
 

千
葉

県
会

計
管

理
者

 
様

 

 
 

出
 

納
 

員
 

 
 

分
任

出
納

員
 

 
 

現
金

取
扱

員
 

 

  千
葉

県
会

計
管

理
者

（
出

 

納
員

、
分

任
出

納
員

、
現

 

金
取

扱
員

）
 

様
 

徴
収

（
収

納
）

事
務

受
託

 

者
 

様
 

 

 
第

五
十

八
条

第
三

項
 

 
、

第
五

十
八

条
の

二
第

八
項

及
び

第
五

 

十
八

条
の

三
第

六
項

 



  

五 

令和 4 年 9 月 30 日 (金曜日) 千 葉 県 報 号外第４８号 

２ 

こ
の
規
則
の
施
行
前

改
正
前
の
千
葉
県
財
務
規
則
の
規
定
に
よ
り
調
製
し
た
用
紙

規

則
の
施
行
後

当
分
の

の
調
整
を
し
て
使
用

 

教

育

委

員

会

規

則 

 

千
葉
県
教
育
財
産
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

 

 
 

令
和
四
年
九
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

 

冨 

塚 
 

昌 

子 
 

 

千
葉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
六
号 

 
 

 

千
葉
県
教
育
財
産
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正

 

 

第
二
条
第
八
号
及
び

財
産
管
理

に
改
め

 

 
公
有
財
産
管
理
シ
ス
テ
ム

の
状

の

の
目
的
及
び

な
事
項
を
記
録

し
な
け

改

 

 

シ
ス
テ
ム

の

の
相
手

の
目
的
及
び

な
事
項
を
記
録

削

財
産
管
理
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
出
力

削

 

 

第
十
九
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改

 

 
 

管
理
者

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
教
育
財
産
の
使
用
の
許
可
を
し
よ
う
と
す
る
と
き

教
育
財
産
使
用
許
可
申
請
書
に
添
え
ら
れ
た
書
類
を
教
育
長
に
提
出

承
認
を
受
け
な
け

に
規
定

す
る

に
基
づ
く
投
票
所
及
び

の
掲

に
基
づ
く
指
定
緊
急
避
難
場
所

又
は
指
定
避
難
所
の

び
に
売
店
の
設
置
並
び
に
使
用
の
許
可
の
期
間
の

に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
使
用
の
許
可
の
期
間
の
更
新
を
除

係

る
使
用
許
可

限

 

 

一 

使
用
の
期
間
が
三
十
日
以
上
の
使
用
に
係
る

び
支
線
柱
を
含

公
衆
電
話

ガ
ス
管
及
び
自
動
販
売
機
の
設
置
を
目

的
と
す
る
使
用
許
可
を
除

 

 

二 

使
用
料
の
減
免
を
伴
う

か
ら
第
五
号
ま
で
に
該
当
す
る
場
合
に
お

け
る
使
用
許
可
を
除

 

 

教
育
財
産
の

に
改

 

 

び

を
削

に
改
め

 

 

第
二
十
三
条
の
四
第
一
項
及
び

シ
ス
テ
ム

処
理
形

の

の

の
目
的
及
び

な
事
項
を
記
録

を
削

 

 

財
産
管
理

に
改

 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則

令
和
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行

 

病

院

局

管

理

規

程 

 

千
葉
県
病
院
局
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程
を
こ
こ
に
公
布

 

 
 

令
和
四
年
九
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
病
院
局
長 

 

山 

崎 
 

晋
一
朗 

 
 

千
葉
県
病
院
局
管
理
規
程
第
十
一
号 

 
 

 

千
葉
県
病
院
局
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程 

 

の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正

 

 

第
四
条
第
一
号

に
改

 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
管
理
規
程

令
和
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行

 

訓

令 

 

千
葉
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定

 

 
 

令
和
四
年
九
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

千
葉
県
訓
令
第
十
六
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

本 
 

庁 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

出
先
機
関 

 
 

 
 

 

千
葉
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

 

 
別
表
第
一
雇
用
労
働
課
の
項
に
次
の
一
号
を
加

 
六 

の
施
行
に
関

 

 
 

 
 

イ 

第
三
十
七
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
る
一

時
役
員
の
選
任
に
関

 

 

ロ 

第
六
十
条
の
規
定

に
よ
る
臨
時
総
会
の 

 

イ 

第
九
十
四
条
の
九

第
六
項
の
規
定
に
よ

る
事
務
の
引
継
ぎ
に

関

 

 

ロ 

附
則
第
二
十
四
条

第
二
項
の
規
定
に
よ 
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年
 

 
月

 
 

日
 

 
 

 

 
 

 

招
集
の
承
認
に
関
す

 

 

ハ 

第
九
十
四
条
の
二

の
規
定
に
よ
る
認
定

に
関

 

 

ニ 

第
九
十
四
条
の
九

第
一
項
の
規
定
に
よ

る
認
定
に
関
す
る
こ

 

 
ホ 

附
則
第
二
十
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る

確

認

に

関

す

る

こ

 

 
 

る
確
認
に
関
す
る
こ

 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
訓
令

令
和
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行

 

  

千
葉
県
職
員
人
事
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定

 

 
 

令
和
四
年
九
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

千
葉
県
訓
令
第
十
七
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

本 
 

庁 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

出
先
機
関 

 
 

 
 

 

千
葉
県
職
員
人
事
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 

の

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正

 

 

第
四
条
第
一
号
中
ニ
を
削

ホ
を
ニ

同
号
ヘ

の

別
記
第
二

に
改

同
号
中
ヘ
を
ホ

ト
か
ら
リ
ま
で
を
ヘ
か
ら
チ

 

 

別
記
第
二
号
様
式
を
削

 

 

別
記
第
二
号
様
式
の

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二
号
様
式

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

改

 

 
 

 

附 

則 

 
 

１ 

こ
の
訓
令

令
和
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行

 

 

千
葉
県
職
員
服
務
規
程
の
一
部
改
正

 

２ 

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

 

 
 

の

に
改

 

企

業

局

訓

令 

 

千
葉
県
企
業
局
職
員
人
事
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定

 

 
 

令
和
四
年
九
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
企
業
局
長 

 

山 

口 
 

新 

二 
 

 

千
葉
県
企
業
局
訓
令
第
五
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

本 
 

局 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

出
先
機
関 

 
 

 
 

 

千
葉
県
企
業
局
職
員
人
事
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 

の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正

 

 

第
四
条
第
一
号
中
ロ
を
削

ハ
を
ロ

ニ
か
ら
ル
ま
で
を
ハ
か
ら
ヌ

 

 

別
記
第
一
号
様
式
の
二
を
削

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

改

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
訓
令

令
和
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行

 

病

院

局

訓

令 

 
千
葉
県
病
院
局
職
員
人
事
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定

 

 
 

令
和
四
年
九
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
病
院
局
長 

 

山 

崎 
 

晋
一
朗 

 
 

千
葉
県
病
院
局
訓
令
第
四
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

本 
 

局 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

出
先
機
関 

 
 

 
 

 

千
葉
県
病
院
局
職
員
人
事
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 

平
成
十
六
年
千
葉
県
病
院
局
訓
令
第
一
号

の
一
部
を
次

第
四

条
第

一
号

ヘ
 

 

第
四

条
第

一
号

ヘ
 

 

第
四

条
第

一
号

ト
 

 

第
四

条
第

一
号

ホ
 

 

 

を 
 

 
 

に
改

同
様
式
を
別
記
第 

昭
 

平
 

 
年

 
 

月
 

 
日

 
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
 

第
四

条
第

一
号

ロ
 

 

第
四

条
第

一
号

ヌ
 

 

第
四

条
第

一
号

ハ
 

 

第
四

条
第

一
号

リ
 

 

 

を 
 

 
 

に
改
め

 
昭

 

平
 

 
 

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日
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の
よ
う
に
改
正

 

 
第
四
条
第
一
号
中
ハ
を
削

ニ
を
ハ

ホ
か
ら
チ
ま
で
を
ニ
か
ら
ト

 

 
別
記
第
二
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

改

 

 
 

 

附 

則 
 

 
 

 
 

 

こ
の
訓
令

令
和
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行

 

                        

                                    

第
二

号
様

式
 

削
除

 

第
四

条
第

一
号

ホ
 

 
第

四
条

第
一

号
ニ

 
 

第
四

条
第

一
号

へ
 

 
第

四
条

第
一

号
ホ

 
 

昭
 

平
 

 
年

 
 

月
 

 
日

 
 

を 
 
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
  

 

に
改
め
る
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購
読
料 

本
号 

 

一
部 

 
 

 
 

 

二
四
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

発 

行 

者 
 

千
葉
市
中
央
区
市
場
町
一
番
一
号 

 
 

 

千 
 

 
 

 

葉 
 

 
 

 

県 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

購
読
申
込
先 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 


